
提

出

者

照

屋

寛

徳

平
成
十
六
年
四
月
二
日
提
出

質

問

第

六

一

号

船
腹
調
整
諸
業
務
完
了
証
明
書
と
海
砂
積
載
基
準
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

61



船
腹
調
整
諸
業
務
完
了
証
明
書
と
海
砂
積
載
基
準
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

政
府
は
、
い
わ
ゆ
る
船
腹
調
整
諸
業
務
完
了
証
明
書
規
程
に
お
け
る
船
舶
貨
物
積
載
量
の
国
内
内
航
に
関
す
る
取
り
扱
い

を
規
制
緩
和
の
一
環
と
し
て
、
平
成
十
年
ま
で
に
制
度
を
廃
止
す
る
方
針
を
閣
議
決
定
さ
れ
た
と
聞
き
及
ん
で
い
る
が
、
い

か
な
る
理
由
に
よ
り
廃
止
を
決
め
た
の
か
、
ま
た
、
決
定
し
た
閣
議
の
年
月
日
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

政
府
は
、
現
段
階
で
船
腹
調
整
諸
業
務
完
了
証
明
書
規
程
が
、
い
か
な
る
法
的
拘
束
力
を
有
す
る
と
解
す
る
の
か
、
ま

た
、
わ
が
国
の
海
上
運
送
業
界
に
い
か
な
る
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
も
の
と
お
考
え
か
、
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

船
腹
調
整
諸
業
務
完
了
証
明
書
規
程
に
お
い
て
、
船
腹
引
当
ト
ン
数
Ｄ
／
Ｗ
（
デ
ッ
ト
ウ
エ
イ
ト
）
を
購
入
保
有
登
録
し

て
い
る
民
間
業
者
が
、
そ
の
登
録
海
砂
採
取
船
で
海
砂
採
取
を
行
う
場
合
、
海
砂
積
載
時
の
ｍ�

換
算
比
は
、
一
ｍ�

あ
た
り

一
・
六
ト
ン
を
基
準
と
し
て
換
算
し
て
良
い
の
か
、
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

運
輸
省
海
上
技
術
安
全
局
主
席
船
舶
検
査
官
通
達
（
昭
和
六
十
三
年
六
月
十
六
日
海
検
第
五
四
号
、
平
成
元
年
五
月
二
十

四
日
海
検
第
二
九
号
）
は
、
「
二
層
甲
板
型
砂
利
等
運
搬
船
の
満
載
喫
水
線
に
つ
い
て
」
の
通
達
で
あ
る
。
前
記
通
達
海
検

第
五
四
号
三
の
（
�
）
に
は
、
「
砂
、
土
及
び
砂
利
の
比
重
換
算
率
を
一
・
六
と
し
て
計
算
す
る
」
と
あ
る
が
、
実
際
に
積

載
す
る
貨
物
の
比
重
が
一
・
六
よ
り
も
小
さ
な
砂
、
土
及
び
砂
利
に
お
い
て
は
、
同
通
達
第
五
四
号
六
に
記
載
さ
れ
て
い
る

一



「
そ
の
砂
、
土
及
び
砂
利
を
運
搬
す
る
場
合
、
比
重
を
最
も
小
さ
い
比
重
の
貨
物
の
比
重
に
相
当
す
る
比
重
と
し
て
計
算
し

て
差
し
支
え
な
い
」
と
の
通
達
の
趣
旨
に
照
ら
し
、
実
際
に
積
載
す
る
貨
物
の
比
重
を
も
っ
て
、
比
重
換
算
の
計
算
を
し
て

も
か
ま
わ
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
か
、
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

五

運
輸
省
海
上
技
術
安
全
局
主
席
船
舶
検
査
官
通
達
（
昭
和
六
十
三
年
六
月
十
六
日
海
検
第
五
四
号
、
平
成
元
年
五
月
二
十

四
日
海
検
第
二
九
号
）
の
解
釈
は
、
そ
の
積
載
す
る
貨
物
が
海
砂
で
あ
る
場
合
、
海
砂
の
採
取
終
了
後
、
採
取
海
域
で
海
水

を
排
水
し
、
水
切
り
し
た
状
態
の
海
砂
は
湿
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
比
重
（
単
位
体
積
重
量
）
の
実
数
を
判
定
す
る
場
合

は
、
湿
潤
単
位
体
積
重
量
の
実
数
を
も
っ
て
比
重
換
算
計
算
し
て
も
差
し
支
え
な
い
と
理
解
し
て
よ
ろ
し
い
か
、
政
府
の
見

解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

六

船
腹
調
整
諸
業
務
完
了
証
明
書
規
程
の
民
間
業
者
購
入
保
有
の
船
腹
引
当
ト
ン
数
Ｄ
／
Ｗ
（
デ
ッ
ト
ウ
エ
イ
ト
）
と
、
運

輸
省
海
上
技
術
安
全
局
主
席
船
舶
検
査
官
通
達
（
昭
和
六
十
三
年
六
月
十
六
日
海
検
第
五
四
号
、
平
成
元
年
五
月
二
十
四
日

海
検
第
二
九
号
）
と
は
、
い
か
な
る
関
係
及
び
関
連
性
が
あ
る
の
か
、
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

七

船
腹
調
整
諸
業
務
完
了
証
明
書
規
程
は
、
い
わ
ゆ
る
、
日
本
内
航
海
運
組
合
総
連
合
会
の
内
規
に
す
ぎ
ず
、
国
が
定
め
た

法
律
お
よ
び
、
条
例
そ
の
他
の
行
政
指
導
要
綱
等
の
効
力
に
何
ら
の
影
響
力
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
が
、
政
府

二



の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

八

海
上
運
送
業
界
で
は
、
国
の
海
運
支
局
が
発
行
す
る
船
舶
検
査
証
書
の
満
載
喫
水
線
の
位
置
に
基
づ
く
海
砂
積
載
基
準

と
、
（
社
）
日
本
海
事
検
定
協
会
が
査
定
す
る
海
砂
積
載
基
準
と
、
日
本
内
航
海
運
組
合
総
連
合
会
の
内
規
の
船
腹
調
整
諸

業
務
完
了
証
明
書
規
程
に
よ
る
海
砂
積
載
基
準
の
異
な
る
基
準
が
存
す
る
が
、
ど
ち
ら
の
基
準
を
遵
守
す
べ
き
か
、
政
府
の

統
一
し
た
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

九

船
舶
の
海
砂
積
載
オ
ー
バ
ー
の
取
締
り
は
、
ど
の
官
庁
部
局
で
行
わ
れ
る
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

ま
た
、
そ
の
取
締
り
基
準
は
、
国
の
海
運
支
局
が
発
行
す
る
船
舶
検
査
証
書
の
満
載
喫
水
線
の
位
置
に
基
づ
く
海
砂
積
載

基
準
な
の
か
、
そ
れ
と
も
（
社
）
日
本
海
事
検
定
協
会
が
査
定
す
る
海
砂
積
載
基
準
な
の
か
、
ま
た
は
、
日
本
内
航
海
運
組

合
総
連
合
会
の
内
規
の
船
腹
調
整
諸
業
務
完
了
証
明
書
規
程
の
海
砂
積
載
基
準
な
の
か
、
そ
れ
以
外
の
別
の
法
律
に
基
づ
く

海
砂
積
載
基
準
な
の
か
、
政
府
の
統
一
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

十

沖
縄
県
に
お
け
る
船
舶
の
海
砂
積
載
に
つ
い
て
は
、
日
本
内
航
海
運
組
合
総
連
合
会
の
内
規
の
船
腹
調
整
諸
業
務
完
了
証

明
書
規
程
に
基
づ
き
積
載
可
能
数
量
と
す
る
よ
う
民
間
業
者
に
対
し
て
指
導
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
一
都
道
府
県
の
河
川

課
、
或
い
は
、
土
木
建
築
部
が
、
一
団
体
の
内
規
を
も
っ
て
こ
の
よ
う
な
指
導
が
行
え
る
の
か
、
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に

三



さ
れ
た
い
。

十
一

沖
縄
県
に
お
い
て
は
、
砂
利
採
取
船
舶
の
海
砂
積
載
基
準
を
平
成
十
年
四
月
二
十
八
日
ま
で
は
、
（
社
）
日
本
海
事
検

定
協
会
が
査
定
し
た
証
明
書
に
基
づ
い
た
海
砂
積
載
基
準
（
積
載
可
能
数
量
）
と
し
て
い
た
が
、
平
成
十
年
五
月
一
日
を

も
っ
て
日
本
内
航
海
運
組
合
総
連
合
会
の
内
規
の
船
腹
調
整
諸
業
務
完
了
証
明
書
の
添
付
を
義
務
付
け
ら
れ
、
規
制
強
化
が

行
わ
れ
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
「
国
（
沖
縄
総
合
事
務
局
）
か
ら
の
強
い
指
導
が
有
っ
た
の
で
行
っ
た
」
と
し
て
お
り
、
平

成
十
年
五
月
一
日
か
ら
沖
縄
県
砂
利
採
取
要
綱
に
そ
の
旨
明
記
し
た
。
国
が
そ
の
よ
う
な
指
導
を
沖
縄
県
に
対
し
て
行
っ
た

か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

十
二

国
内
に
賦
存
す
る
海
砂
は
、
国
土
交
通
省
所
管
の
国
有
資
源
（
公
物
）
で
あ
り
、
機
関
委
任
事
項
に
よ
り
各
都
道
府
県

に
ま
か
さ
れ
て
い
る
と
認
識
し
て
い
る
が
、
こ
の
国
有
資
源
（
公
物
）
は
、
そ
の
管
理
す
る
都
道
府
県
の
外
（
他
府
県
）
に

持
ち
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
国
が
指
導
を
行
っ
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
も
し
、
国
が
都
道
府
県
に
そ

の
よ
う
な
指
導
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
根
拠
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

十
三

各
都
道
府
県
が
、
国
有
資
源
（
公
物
）
で
あ
る
海
砂
を
他
府
県
に
持
ち
出
し
禁
止
等
の
旨
を
要
領
や
要
綱
等
を
設
け
て

い
る
の
で
あ
れ
ば
、
各
都
道
府
県
に
国
有
資
源
（
公
物
）
に
対
す
る
そ
の
よ
う
な
権
利
や
管
理
義
務
が
存
在
す
る
の
か
明
ら

四



か
に
さ
れ
た
い
。

十
四

国
有
資
源
（
公
物
）
、
特
に
海
砂
等
の
他
府
県
移
動
に
制
限
が
あ
る
場
合
、
ど
の
官
庁
部
局
に
い
か
な
る
手
続
き
等
を

行
え
ば
他
府
県
へ
の
移
動
が
可
能
な
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

十
五

砂
利
採
取
船
に
お
け
る
、
自
家
用
登
録
船
舶
と
営
業
登
録
船
舶
の
違
い
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

十
六

自
家
用
船
舶
に
よ
る
砂
利
採
取
海
域
か
ら
土
木
工
事
現
場
へ
の
海
砂
の
直
接
搬
入
行
為
は
、
内
航
海
運
業
法
に
定
め
ら

れ
た
営
業
船
登
録
制
度
に
抵
触
す
る
違
反
行
為
に
当
た
る
と
思
う
が
、
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

十
七

営
業
船
舶
登
録
制
度
と
、
船
腹
調
整
諸
業
務
完
了
証
明
書
規
程
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
、
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ

れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

五


